
 

 
 

１０ 経済的支援策の充実 

 

（施策の具体例） 

1)多子世帯に対する保育所の保育料の優遇（割引率の引上げ等） 

2)幼稚園の保育料の負担軽減 

3)新婚家庭や多子家庭に対する住居費の支援 

 4)出産祝い金 
 

 

○ 子育てに伴う経済的負担に関する指摘が多い中で、各市町村において、地域の実情

に応じた経済的支援策を講じることは、子育て支援の有効な手段と考えられる。 
 
１）多子世帯に対する保育所の保育料の優遇（割引率の引上げ等） 

 

保育所の保育料については、現行制度上、同一世帯から同時に２人以上の児童が入

所している場合に、第２子の保育料が５割軽減、第３子以降の保育料が９割軽減され

ることとなっている。（このような軽減措置は、約９割の自治体が実施している。） 
多子世帯の子育て支援の観点からは、国の基準を上回る割引率の引き上げなど保育

料の一層の軽減措置を講じることについて、地域の実情を踏まえつつ、市町村独自の

取組により積極的に実施されることが期待される。 
 

 
【取組例】市町村独自の保育料軽減策 

 

・ 石川県金沢市においては、第１子、第２子ともに３歳未満児の場合の第２子につ

いて３分の１相当額の保育料とし、第３子以降については無料としています。 
・ 埼玉県川口市等においては、第３子以降の保育料を無料としています。 
 

 

２）幼稚園の保育料の負担軽減 

 
幼児を通園させている保護者の年齢が相対的に若いことなどから、教育に伴う経済

的負担が大きく、就園の機会を確保するため、入園料、保育料の負担の軽減策は重要

であり、特に、二人以上の幼児を就園させる場合の保護者の負担の軽減について更に

配慮が求められる。 
今後、幼稚園教育の機会の一層の確保・充実を図るためには、この幼稚園就園奨励

事業について、入園料、保育料の動向等も勘案しつつ、特に、第１子に比べて第２子、

第３子以降の幼児の就園に係る保護者負担の軽減を念頭に、充実に努めることが必要

である。 
なお、公立・私立間の保護者負担の格差是正や第２子以降の負担軽減のための減免

措置等については、約８割の自治体で実施されている。 
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【取組例】子育て費用の軽減策（東京都江戸川区） 

 

 江戸川区は合計特殊出生率（２００１年）が１．３１と、２３区内で最も高くなって

います。これまで、若い世帯の負担を軽くするためのさまざまな施策を実施してきたこ

とも１つの要因と思われます。 

 第１に、私立幼稚園児の保護者の負担軽減です。区立幼稚園と私立幼稚園の保護者負

担の格差を是正するため、保育料を最高月額２万６０００円(年間延べ１５万人)、入園

料を１人当たり８万円(４，９００人)補助しています。補助金は合計約４０億円に達し

ています。 

 江戸川区の幼稚園は公立が６園(７００人)、私立が３９園(１万１５００人)。保育所

は公立が５３か所(５，７００人)、私立が２７か所（３０００人）。私立のうち２か所

は公設民営で２００２年に開設しました、区内の私立幼稚園と私立保育所の関係者が一

体となって新たな法人を設立し、今までの経験と実績を生かして新たなスタイルの保育

所運営を行っています。 

 第２に、就学前の乳幼児医療費の無料化です。受給者は４万７０００人、受給件数８

万４０００件年間、年間予算は２４億円かかります。 

第３に、家庭の経済的負担を軽減するための乳児養育手当は３０年以上前から支給し

てきました。２００２年度は所得に応じて月額１万円（特別区民税の所得割１万６００

０円以上６万円未満）を１万６０００件、低所得者は２万８０００人に１万３０００円

支給しています。 

 
 

３）新婚家庭や多子家庭に対する住居費の支援 

 
将来子どもを持つ新婚家庭や子どもが多い家庭が、ゆとりを持って子育てできるよ

うな「満足できる居住環境」を得ることができるよう、住居費について一定の支援を

行うことも子育て支援策として期待される。 
 

 
【取組例】ファミリー世帯家賃支援制度（東京都台東区） 

 

台東区は、１９９７年度から、区内の民間賃貸住宅に居住する子育て世帯の定住を促

進するため、毎年度１５０世帯に最高３万円の家賃を１０年間補助するファミリー世帯

家賃支援制度を実施してきました。子どもの数に応じて支援金を加算して多子家庭を支

援するとともに、区外からの転入予定者も募集対象にして人口増加を目指しています。 

補助対象は、１８歳未満の子どもを扶養し同居している世帯です。社宅を除く民間賃

貸住宅で３９㎡以上の専用面積が条件で、区外からの転入や社宅などからの住み替えに

は移転給付金１０万円支給しています。２００２年度は１５０世帯の募集に対して１５

７世帯が応募し、初めて募集を上回りました。申込者の平均像は、家族数３．３人 、

世帯主の年齢は３５歳、年収３５２万円、家賃１１万７０００円、面積４７㎡でした。 

家賃の支援基本月額は、家賃から平均月収の２割を差し引いた額で、子ども１人の場

合は最高１万５０００円、子ども２人なら１万円加算、３人以上は１万５０００円加算

する。支給金の受給例をみると、夫婦子ども２人世帯で、夫の年収３５０万円、妻が１

００万円、家賃１１万円の場合、支援金は月額２万５０００円となります。 

これまでに１，２５０世帯が給付を受けていますが、転居などで資格を失ったのは年

間平均１０％。民間賃貸住宅の平均が約２年半ですから、かなり効果を上げています。

受給資格資格を失っても区内に引き続き居住する世帯も多いのが特徴です。なお、合計
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特殊出生率（２００１年）は０．９３となっています。 

 
 

４）出産祝い金 

 

子どもを養育している家庭においては、養育費や教育費等が大きな負担になってい

ると考えられ、子育て家庭の経済的負担を軽減していく必要がある。 

このため、児童養育家庭に対する育児支援の強化という観点から児童手当、また、

出産関係給付として健康保険制度では出産育児一時金等が支給されているところで

あるが、近年、こうした国の制度とは別に、児童の出生に伴う一時金の支給を制度化

している市町村が多く見られる。 

主に出産祝金と育児手当金といったもので、第３子以降に限っての支給が多く、子

どもの数により金額を多くしているものもある。 

 

 
【取組例】少子化対策事業奨励金（岐阜県加子母村） 

 

加子母村は木曾・御嶽山の麓にあり、過疎化と少子化が同時に進んでいるため、乳幼

児医療（６歳未満）を無料化し保育料を軽減してきました。年間出生数は２０人余りで

横ばいが続いています。そこで２００１年度から少子化対策奨励金支給事業を開始しま

した。 

出産奨励金は、第１子７万円、第２子１０万円、第３子２０万円、第４子以降３０万

円です。２００１年度の受給者は２４人。内訳は、第１子６人、第２子１１人、第３子

７人で、２子、３子がきわめて多い。２００２年度（１月現在）は第１子６人、第２子

９人、第３子２人で、さすがに第３子は息切れしていますが、出産奨励金制度の効果と

考えられます。経済的なインセンティブというより、奨励金をきっかけに、家族と村と

日本の将来を考え、「もう１人」を決断した夫婦が多いようです。 

結婚奨励金は、満５０歳未満で結婚（外国人を含む）、加子母村に住むことを条件に

１０万円を支給しています。２００１年度は７組、２００２年度（１月現在）は９組に

増えています。日本全体では大幅に減少している中で注目すべき現象と思われます。不

妊治療医療費助成金は、不妊治療を受けている夫婦に、治療費の３分の２以内で、年間

１５万円を限度に助成します。２００１年度に１人が受給しました。 

村の人口はこの１０年で８０人減少して３５１０人。高齢化率は２３％から３０％に

上昇しました。しかし、出生数にささやかながら明るい兆しが見えはじめ、事業に対す

る住民の受け止め方はおおむね好評といえます。  

加子母村とは少子化対策にふさわしい村名だが、由来は２説あり、１説には、戦国時

代の落ち武者が村に住みつき、鬼子母神を信仰したことから加子母村になったと伝えら

れています。また１説には、御嶽山登山道の入り口に当たるため、継子（ままこ）岳、

継母岳など御嶽山の峯々にちなんで加子母村になったともいわれています。 
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Ⅳ 市町村行動計画の策定に当たり留意すべき事項 

 

１ ニーズ調査等の実施 

 

1.1 地域の子育て支援サービスのニーズ調査 
 
・  少子化対策を効果的に実施するためには、住民のニーズを適切に把握することが

重要であるが、これまで市町村がエンゼルプランの作成に際し実施してきたのは、

保育サービスに関する需要調査が中心であった。 
一方、少子化が急速に進行し、専業主婦家庭の子育て負担感の高まり等も見ら

れる中で、これからの少子化対策としては「地域の子育て支援機能の強化」を図

ることが重要である。こうした観点から、今後、各市町村においては、地域にお

ける子育て支援サービスも位置づけた行動計画を策定するとともに、その前提と

して、子育て支援サービスについての住民ニーズも把握するための調査を実施す

ることが必要である。 
 
・  調査の方法については、地域住民の中から子どもがいる家庭など一定の条件をも

とに無作為抽出した者を対象とした調査など様々な方法が考えられるが、例えば、

保健センター等で実施される１歳半健診及び３歳児健診など子育て中の親が多数

集まる場を活用して、実際にサービスを利用した者を対象として行う方法が、調査

の意義の理解を直接求めることができることや、低いコストで実施できることから、

効果的と考えられる。 

 
 
【取組例】健診等の場でのニーズ調査（宮城県岩沼市） 
 
岩沼市における母子保健事業については「母子保健連絡協議会」等の意見を反映しな

がら「岩沼市母子保健計画」の具現化を図っているところです。 
最近、社会的にも問題となっている「児童虐待」が岩沼市においても１２年度に保健

師が関わったケースは６件でしたが１３年度は２８件と急増したこともあり「虐待の予

防対策」を１４年度重点事項にとりあげました。 
一つめは「ママサポート」（平成１４年度新規事業）で内容は「マタニティブルーズ・

産後うつ病」に関する調査及び支援体制です。 
二つめとして、「子育て支援に関する調査」を実施しました。 
目的：保護者が安心して自分らしい育児をしていけるようになるための支援システム

の在り方を考える。 
仮説：育児不安はひいては「産後うつ」や「虐待」につながるもの、育児不安の背景

には「育児不安」「サポートシステム」の有無が関係しているのではないか。 
対象：新生児訪問、３ヶ月児健康診査、１歳８ヶ月児健康診査、２歳６ヶ月児歯科健

康診査、３歳６ヶ月児健康診査に来所した児のお父さん、お母さんそれぞれの

調査用紙を配布。 
調査期間：平成１４年８月～１０月 
実施機関：岩沼市保健課と宮城大学 
現在集計し、まとめの段階です。 
今後、この結果を踏まえ、市民、関係機関、母子保健連絡協議会等と共に話し合い、

市民参加の「岩沼市母子保健計画」を策定していきます。 
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・  調査項目については、各市町村の施策や固有の課題に対する住民の意識を的確に

把握できるような項目とする必要がある。 

 

1.2 保育サービス需要調査 
 

・  行動計画の策定に当たっては、引き続き、保育サービス（保育時間やサービス内

容など）についての需要をきめ細かく把握するための調査も行うことが適当である。 

  

・ 需要調査の対象については、保育所入所の対象である就学前児童と放課後児童クラ

ブの対象である小学校低学年それぞれを対象に実施することが考えられる。 

  

・ 調査項目については、共働き世帯の保育所等の利用ニーズのほか、片働き世帯（男

性雇用者と無業の妻からなる世帯）のみならずパート労働者の保育ニーズも把握で

きるような項目とする必要がある。 

 
1.3 保育事業者等の各種子育て支援サービス提供者やこれらの者が提供する各種サー

ビスの把握、これらの者が行う保育所や幼稚園の保育サービス等に関する利用者の

評価の調査 
 
・  行動計画の策定に当たっては、まずは、地域内で事業を展開する保育事業者等の

各種子育て支援サービス提供者やこれらの事業者が提供する各種サービスの内容

について把握することが前提となる。したがって、こうした事業者の実態について

も調査を行うことが適当である。 
 
・  また、これらの事業者が提供する保育所や幼稚園の保育サービス等について、実

際に利用した者がどのように評価しているのかを各市町村が把握し、これを行動計

画に反映させたり、保育サービスの質の改善につなげていくことが重要である。 
 

 
【取組例】保育サービス利用者意向調査（東京都世田谷区） 

 
世田谷区では、保育サービスの的確な提供に資するため、どのようなニーズを持つ区

民が、どのように保育サービスを利用、あるいは利用を希望しているのか、そして、現

在利用しているサービスにどの程度満足しているのかを把握することを目的に、保育サ

ービス利用者意向調査を実施しています。 
認可保育園利用者から無作為抽出した約２０００名に認証保育所、保育室、保育ママ

等の認可外施設利用者を加えた３０００名に調査票を配付、約７０％となる２１１２人

から回答を得ました。今回調査では、行政が補助をしていないベビーホテルのような施

設を利用している方も調査対象として、従来把握できていなかった夜間保育など潜在的

なニーズの把握を図ったこと、２４項目からなる利用者満足度調査を全施設利用者に実

施したことに特徴があります。 
調査項目は、各施設利用者に２１項目（認可保育園利用者とそれ以外の利用者で６項

目の異なる設問）を用意しました。現在の施設の利用実態、利用に至る経緯、保護者の

就労状況、就労の動機を把握するとともに、延長・夜間・休日・年末保育、病後児保育

など、多様な保育に対する要望、現在施設の運営・処遇に対する満足度を明らかにしよ

うとしています。 
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調査結果は、２月中に分析を終える予定ですが、１５年度中に策定する世田谷区保育

施策方針、中期計画に結果を反映させていきます。 
 

 
２ 市町村職員自身による調査の実施 

 
・  調査票の設計や実施について、コンサルタント会社等の外部機関に委ねるのでは

なく各市町村の職員が自ら参加することは、職員の意識の向上や計画策定後の施策

の円滑な実施を図る上で、効果的である。 
  
・  調査の実施体制については、福祉、教育、母子保健、労働など各市町村の関係部

局により構成されたチームを設置し、調査票の作成等を行うことが必要である。こ

れにより、より幅広いニーズを把握できる調査が実施できるとともに、将来的には

部局が一体となった効果的な施策の実施にもつながっていくというメリットが期

待できる。 
 
３ 住民を中心とする行動計画策定委員会 
  
・  行動計画の策定は、行政主導ではなく地域住民が中心となって進めることが重要

である。具体的には、住民の意思を計画に反映する観点から、前述のようなニーズ

調査等を行うことも必要であるが、行動計画の策定に住民が参画することも必要で

あり、その方法として、例えば次のようなものが考えられる。 
 
ア 保育、教育、母子保健、幼稚園・保育所の関係者、子ども会等地域組織、ＮＰＯ

等の子育て支援活動団体、医療、労働など、子育ての当事者（子育て中の親、子育

て経験者）を含む地域住民や行政関係者で構成され、子ども自身の意見も聞きなが

ら行動計画の策定や継続的な計画の実施状況のフォローを行う委員会を設置する

こと。 
なお、計画策定等に参画する子育ての当事者等の地域住民については、一定割合

を公募により選定することも考えられる。 
また、策定プロセスについて広く情報提供を行うため、策定委員会の審議や資料

を公開することが必要である。 
 

イ 有識者を含む地域住民で構成する委員会を設置し、こうした委員会が課題の是非

や手法を自主的に検討し、行政に提言すること。（これにより、行政においては、

提言の趣旨を尊重し、可能な限り施策に盛り込むよう努力することが期待される。） 
 
ウ 行動計画に関する公聴会や住民懇談会を開催すること 
 
エ 行動計画の内容について広報等により情報提供を行うとともに、返信用葉書やイ

ンターネット等を活用して広く意見を聴取すること 
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【取組例】コラボレートプロジェクト（東京都世田谷区） 

 
世田谷区では、区民・事業者・行政が連携・協働して地域の課題などを解決していく

「新しい公共」の構築を目指しています。このため、区民生活向上のために行う市民活

動の推進を図ることを目的に、区と市民団体が有効なパートナーシップを形成しながら

協働・連携して取り組む事業「コラボレートプロジェクト」を選定し、世田谷区地域保

健福祉等推進基金を活用して事業支援を行う取組を実施しています。 
平成１４年度は、この仕組みを活用し、「保育サービス第三者評価手法の研究」を共

通の目標として、市民団体「新しい保育を考える会」と世田谷区が協働して事業を実施

しています。「新しい保育を考える会」は、自主保育活動の啓蒙・情報交換・活動促進

を目的として、２０年以上にわたり地域の親たちのネットワークを広げる活動を展開し

てきたグループです。今回の事業では、その活動実績とネットワークを活用して、子供

を預ける立場から保育サービス第三者評価の評価視点を洗い出し、評価基準を区に提案

することを予定しています。特に、保育室や保育ママなど小規模施設の第三者評価を実

施するとしたら、どんな基準が必要かといった視点で調査研究を実施します。具体的に

は、保育サービス施設の訪問調査と子育てママのヒアリング調査を実施したうえで、専

門家、学識経験者、区との検討会を開催し、評価基準の提案と調査過程の報告をする予

定です。 
安心して子どもを預けたい、保育サービスを利用する立場の視点を活かした第三者評

価の評価基準と保育室や保育ママといった小規模施設の良さを活かせるような評価方

法について、市民団体の活力によって提案されることが期待されています。 

 
 

 
【取組例】住民主体の計画策定委員会（長野県茅野市） 

 

（→６ページを参照） 

 
 

【取組例】児童育成計画懇談会における公募委員の登用等（岩手県宮古市） 

 

（→７ページを参照） 

 

４ 目標の設定 

 

 各市町村が策定する行動計画において前述のような「施策の具体例」を盛り込んだ

場合、各市町村は、それぞれについて、例えば下表のような具体的な定量的目標を設

定していくことが必要と考えられる。 

 

「施策の具体例」に関する目標 

１ 子育て家庭のみならず、子育て経験者、高齢者、事業主

等が幅広く参加して、地域全体で子育ての在り方を考える 

（例） 

3)地域における子育てについて話し合う場づくり 

 

 

 

・開催回数、参加者数 
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4)子育てに関するシンポジウム、セミナーの開催 ・開催回数、参加者数 

２ 地域における「子育て支援力」の充実（「地域子育て支

援機能の再生」） 

 

2.1 市民による子育て支援の充実 

（例） 

1)子育てサークル等に対する公共施設・店舗等の空き部屋の

活用（無償貸与等） 

2)地域の高齢者や子育て経験者、子育て中の親等による子育

て支援（異年齢、異世代交流） 

5)ファミリー・サポート・センター・ＮＰＯ等による子育て

支援サービスの充実 

7) 読み聞かせ活動の充実 

 

2.2 子育て中の親子が交流等できる場づくり 

（例） 

1)幼稚園の子育て支援サービスの充実（園庭・園舎の開放、

子育て相談、未就園児の親子登園など） 

 

2)乳幼児が安全に遊べる場の整備（公園、児童館、園庭・校

庭、公共施設の余裕空間の活用） 

3)子育て中の親が集まり、子ども同士を遊ばせながら親同士

が自由に相談や意見交換等ができる「地域子育て支援セン

ター」の整備や「つどいの場」づくり 

4)不特定多数の未就園児童を対象とした運動会やお楽しみ

会等のイベントの開催 

 

2.3 家庭教育についての学習機会や相談機会等の整備 

1）親子による交流・自然体験学習の開催 

2)公民館等における家庭教育学級・講座の開催 

・妊娠期、乳幼児期、小学校低・中学年、思春期といっ

た段階別に実施 

・祖父母世代への子育ての状況に関する理解を深めると

いう観点から、祖父母世代に対する子育て教室の開催 

4）「子育てサポーター」等の子育て支援を行う人材の養

成・配置の推進 

 

2.4 就学児童の居場所づくり 

（例） 

1)放課後児童クラブ（障害児の受入れの推進など） 

3)（中高生もバンド活動等で利用できる音楽室等を備えた）

児童館等の整備 

4)子どもがのびのびと自由に遊べる場の整備 

5)放課後、週末、長期休業日における子どもを核とした様々

 

 

 

 

 

・活用件数 

 

・開催回数 

 

・支援件数、利用児童数 

 

・実施件数 

 

 

 

・開催回数、参加者数、参

加者等のアンケート結果

等 

・整備件数 

 

・整備件数 

 

 

・開催回数、参加者数 

 

 

 

・開催件数、参加親子数 

・開催件数、参加者数、参

加者アンケート等の結果 

 

 

 

・実施件数、養成人数 

 

 

 

 

・整備件数、利用児童数 

・整備（実施）件数 

 

・整備件数 

・整備（実施）件数 
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な活動の機会と場の拡大（学校、公民館、地域の自然環

境や人的資源の活用） 

 

３ 子育て家族が暮らしやすい地域づくり 

（例） 

1)社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等の公共施設に

おける子連れ家族の優先入場、料金割引 

2)「子育てバリアフリー」の推進 

・公共施設や民間施設への託児室、キッズルーム等の設

置やトイレの改修、子育てバリアフリーマップの作成

など 

4）保育施設と公営住宅の合築 

5）新婚家庭や多子家庭に対する住宅の配慮 

 

 

・実施率 

 

・実施（整備）率 

 

 

 

・整備件数 

・対象世帯数 

４ 次世代を育む若い世代への支援 

（例） 

1)保育所等で小中高生等が乳幼児とふれあう機会の拡充 

4)独身青年男女の出会い・交流の推進（イベント等の出会

いの場の提供、助成、情報発信など） 

 

 

・実施件数、参加者数 

・開催回数、利用者数 

 

５ 子どもや母親の健康、安心・安全の確保 

（例） 

1)母子保健サービス（新生児訪問指導、乳幼児健診、母親・

両親学級）の充実 

・問題発見時のきめ細かな対応や精神的なケア、子ども

や母親が達成感や自信を持てるような接し方（褒める

等）の推進 

・健診、予防接種、講座等の場での子ども一時預かりサ

ービス 

・病院の産婦人科や産院など医療施設が行う子育て支援

サービス（育児サークル、家庭訪問など）との連携 

4)児童虐待対策の充実 

・臨床心理士などの専門家による個別カウンセリングや専門

家を交えたグループカウンセリングの実施 

 

 

・実施件数、利用率 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設整備件数 

 

６ 子育て支援に関する行政サービスの充実 

（例） 

3)子育て相談や子育て情報提供サービス（子育てバリアフ

リー情報など）の充実 

・子育て支援コーディネーター 

・２４時間対応の子育て相談ホットライン 

4)子育て支援を総合的に行うセンターの整備 

 

 

・設置件数、利用率 

 

 

 

・整備件数、利用率 

７ 多様な保育ニーズへの対応や必要な時に安心して利用で

きる保育サービス等の実現 

（例） 

2)パート労働者や専業主婦も利用しやすい柔軟な保育サー

ビスの整備 

・特定保育、病後児保育、一時保育など 

 

 

 

・整備件数、利用児童数 
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3)ベビーシッター、幼稚園における預かり保育等の整備 

4)２４時間いつでも必要な時に安心して預けられる体制の

整備 

6)保育所のサービス評価の実施 

・整備件数 

・実施件数 

 

・評価の実施及び結果の公

表の状況 

８ 幼児教育の充実 

（例） 

2)幼稚園の教育活動及び教育環境の充実 

・幼稚園の自己評価、情報提供の推進 

3)幼稚園・保育所から小学校の教育へ滑らかに移行できるよ

うな幼・保・小連携の推進 

・幼稚園と保育所の教育・保育内容の整合性の確保 

・教員・保育士の合同研修 

・幼児児童の合同活動、保護者同士の交流 

 

 

・評価の実施及び結果の公

表の状況 

 

 

 

・研修参加教員数、合同活

動実施園数、参加保護者数

等 

９ 地域における「男性を含めた働き方の見直し、多様な働

き方の実現」、「仕事と子育ての両立の推進」についての

普及啓発等 

（例） 

1)働き方の見直し、仕事と子育ての両立の推進等について

の市町村から地域住民・企業への働きかけ 

・ 地域の住民を対象とした子育て教室の実施 

・ 企業の人事担当者等に対する働き方の見直し等の働き

かけ 

・ 企業内保育所の整備や一般開放の働きかけ 

・「家庭にやさしい企業」「出産後も女性が継続就労で

きる職場」の実現に向けたセミナー等の開催 

・両立支援に向けた企業と市町村の連携会議の開催 

2)父親が地域の子どもと交流したり父親の在り方を考える

機会づくり 

 ・父親が育児を学ぶセミナー等の開催 

3)親子の休暇取得の促進や休暇の分散化等を通じた親子の

ふれあう機会の拡大 

4)夜間・土日等における保護者会や保護者面談の実施など

働く親が参加しやすい学校行事の実現 

 

 

 

 

 

・残業の平均縮減時間 

・父親の出産休暇取得率 

・育休取得率（男女別） 

・短時間勤務等制度普及率

・子ども看護休暇制度普及

率 

 

 

 

・開催回数、参加者数 

 

 

・教育休暇（子どもの学校

行事等への参加等のため

の休暇）やボランティア休

暇（地域の子育て支援活動

への参加のための休暇）制

度の普及率 

１０ 経済的支援策の充実 

（例） 

1)多子世帯に対する保育所の保育料の優遇（割引率の引上

げ等） 

2)幼稚園の保育料の負担軽減 

3)新婚家庭や多子家庭に対する住居費の支援 

 

 

・割引率、制度利用率 

 

 

・制度利用率 
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５ 行動計画の事後評価 

 

・  行動計画の策定後、策定したままにしておくのではなく、行動計画の実施状況を

フォローし、継続的に見直しを行っていくことが必要である。こうしたことから、

例えば次のような方法により、計画の事後評価（政策評価）を行っていくことが重

要である。 

 

ア 事後評価の実施については、子育ての当事者を含め行動計画の策定に関与した

者が中心となって、行動計画の当初の目的・ねらいや目標が達成されているのか

どうか検証することが必要である。こうしたことから、行動計画の策定に関与し

た者（サービス利用者、その他の地域住民、第三者的な立場である有識者など）

で構成する委員会等において、行動計画の実施状況をフォローするといった取組

を継続することが必要である。 

 

イ 具体的な手法としては、計画の実施段階において、計画策定段階で行った調査

を定期的に繰り返して行うことや、行動計画に基づき実施される各事業について

設定された目標について、その進捗状況を定期的に確認すること、あるいは、行

動計画に基づき実施された子育て支援サービス等の個別サービスについて、第三

者機関やサービス利用者等が満足度について評価することが考えられる。 

 

ウ 事後評価の実施に当たっては、評価プロセス（評価を行う委員会の議事や資料

など）を公開するとともに、目標の達成状況や定量的な満足度等の評価結果を公

表することが、施策に対する住民の関心や理解だけでなく、行政におけるサービ

ス向上の努力も促すという意味で効果的であり、委員会開催や評価実施後速やか

に公表することが適当である。 
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Ⅴ 都道府県行動計画のあり方  
 
１ 都道府県行動計画の役割 

 
【現行エンゼルプランの評価】 
  現行の都道府県エンゼルプランの多くが、 
 ① 目標設定項目が、延長保育実施市町村数、子育て支援センター設置市町村数な

ど、新エンゼルプランの目標設定項目などに限定されている 
 ② 目標数値自体も、新エンゼルプランの目標数値を参考に人口割り等で設定する

などその根拠が不明確 
 ③ 仕事と子育てを両立するための保育サービス施策に重点が置かれ、専業主婦を

含めた子育て家庭全体に対する施策があまり盛り込まれていない 
④ 一部の都道府県では、保育サービス施策のほかに、子育てと仕事が両立できる

職場環境の整備、地域での子育て支援、子どもが健やかに育つ環境づくり、子ど

もの心を育む教育・活動の推進などについても事項立てはされているものの、目

標設定項目以外は、「～を推進します。」「～を図ります。」「～を検討します。」の

ように、各項目に前向きに取り組む姿勢の提示に止まり、総花的 
 ⑤ 市町村エンゼルプラン（児童健全育成計画）との関係が希薄 
 であると指摘されている。 
 
【都道府県行動計画と現行エンゼルプランとの関係】 
  都道府県行動計画の策定に当たっては、こうした現行エンゼルプランの評価を踏

まえ、現行エンゼルプランを発展的に解消し、すべての地方自治体（市町村・都道

府県）の少子化対策・子育て支援施策をより実効あるものにするよう、新たに策定

することが求められる。 
 
【都道府県行動計画の役割】 
  すべての地方自治体の少子化対策をより実効あるものにするために、都道府県は、

少子化対策施策・子育て支援施策の実施の中核を担う市町村の取組を推進するよう

「支援」するとともに、単独の市町村では展開が難しい取組について、都道府県が

例えば福祉圏域ごとに調整を行うなど広域的な調整を行うほか、都道府県自らが取

組の主体となることが期待される。 
その際、従来の市町村エンゼルプランに盛り込まれていることが少ない、地域に

おける子育て支援、保健・福祉施策と教育施策の連携、次世代を育む若い世代の支

援、子育てバリアフリー、男性を含めた働き方の見直し、児童相談所等と連携した

児童虐待の防止対策の推進といった項目についても市町村が積極的に取り組むこと

ができるように支援を行うことが重要である。 
  また、行動計画の目標の設定に当たっては、①できるだけ目標の具体化を図る観

点から定量的な目標を設定する、②目標数値の設定に当たっては、保育対策を含め、

地域のニーズを正確に把握し、なぜその数値を設定したのかについて根拠を持って

示すことが重要である。 
なお、少子化対策を推進する施策・事業の中には、必ずしも定量的な数値目標に

馴染まない性格を持つ施策・事業も考えられるが、その場合にも定性的な施策・事

業の取組目標を設定し、評価していくことが考えられる。 
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２ 市町村行動計画策定に対する支援（技術的支援・情報提供等） 

 
【技術的支援・情報提供】 
  少子化対策・子育て支援策は、住民に最も身近な市町村が住民参加を通じて自ら

策定する市町村行動計画に基づき、市町村が中核となって実施することが原則であ

る。都道府県は、域内の市町村が実効ある行動計画を策定できるよう、技術的支援

や情報提供などの支援を行うことが求められる。 
  技術的支援・情報提供の具体例としては、特に小規模の町村が行動計画を策定す

る際の負担を軽減するために、次世代育成支援対策推進法案に基づく国の行動計画

策定指針の項目に従って、各都道府県の市町村に対する支援措置を整理、提示する

ことが考えられる。 
  支援措置の整理・提示は、国の補助事業は当然のこと、都道府県の実情に合わせ

た都道府県単独事業なども含めるとともに、国の補助事業についても、厚生労働省

の補助事業のみならず、文部科学省や国土交通省の補助事業など関連する補助事業

を幅広に提示することが不可欠である。また、広汎にわたる補助事業について、各

都道府県の実情に応じた都道府県としての評価（都道府県としては、どの補助事業

を優先的・重点的に展開しようとしているかなど）や、各補助事業の特色の整理（類

似の事業について補助要件を比較するなど）など、市町村に理解しやすいものとな

るよう工夫することが求められる。 
 
【市町村と協議の場の設定】 
  都道府県の計画策定担当者や計画策定委員会は、市町村の担当者や計画策定委員

会と十分に協議し、都道府県と市町村との役割分担を明確にしたり、行動計画の検

討状況や目標数値の設定状況、行動計画に基づく施策・事業の進捗状況を互いにフ

ィードバックしあうなどの連絡調整の場を設定することが必要である。 
  具体的には、都道府県行動計画策定委員会に各市町村の行動計画策定委員会の委

員長を招き検討を行うことや、都道府県行動計画策定委員会にできる限り多くの市

町村関係者（例：市長会や町村会の役員となっている市町村の担当部長など）を委

員として任命すること、福祉圏域ごとに都道府県の出先機関（地域振興局や教育事

務所等）が圏域内の市町村と定期的な連絡会議を開催すること、都道府県（本庁）

が管下全市町村の担当課長等と定期的な意見交換の場を設けることなどが考えられ

る。 
 
【モデル地域やモデル地区の設定】 
  ユニークな地域における子育て支援策や、企業・事業所参画の取組に先駆的にチ

ャレンジする市町村、社会福祉法人、NPO 法人、育児サークル、ボランティアグル

ープなどをモデル事業として公募し、モデル事業の成果について実践発表会を開催

することなどにより共有することも、市町村支援の有効な方策のひとつである。 

  例：熊本県「子育て応援団」事業 

     ・ 県内のモデル地域（13 年度 5 地域、14 年度 10 地域）において、市町

村、保育所、子育てサークル等による子育て応援ネットワークづくりを

各地域の創意工夫を凝らして実施。有識者による「子育て応援座談会」

が各モデル地域にアドバイスするとともに、年度終了時点で全市町村参

加の下に、モデル地域の実践発表会を開催。 
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  例：三重県「子育て支援キャラバン」事業 
     ・ 地域における子育て支援の基盤整備を図るため、市町村を支援するた

めのコーディネーター等を設置し、各市町村が設置する「地域子育て支

援センター」等と連携してネットワークを形成。その中で、地域の NPO
や求職中の人材を子育て資源として活用したモデル事業の実施等により、

地域における子育て機運の醸成に努めるとともに、子育て情報・提供を

行う。 
 
 

３ 目標設定（複数市町村が共同実施する事業の広域的調整） 
 
【市町村の需要・ニーズ積上げ】 
  都道府県エンゼルプランの目標数値が従来、新エンゼルプランの目標数値を参考

に人口割り等で設定するなどその根拠が不明確であったことや、市町村エンゼルプ

ラン（児童健全育成計画）との関係が希薄であったことを踏まえ、都道府県行動計

画の目標数値は、原則として、保育需要等のニーズ調査に基づいて設定される各市

町村行動計画の目標数値を積み上げることにより設定することが適当である。 
 
【広域調整】 
  ただし、病後児保育をはじめ、単独の市町村で実施するよりも福祉圏域ごとに１

か所～数か所実施するなど複数市町村が共同して広域的に実施する方が効率的な項

目については、都道府県が複数の近隣市町村を調整して目標設定を行うことが必要

である。 
 
【具体的な目標数値】 
  なお、目標数値の設定の際、「根拠に基づいた」数値であることを示すことが不可

欠である。従来の都道府県エンゼルプランでは、例えば、「地域子育て支援センター 

○○か所」というような目標数値設定が通常であったが、都道府県行動計画では「地

域子育て支援センター 中学校区ごとに１か所 計○○か所」といったように目標

数値を具体的に示すことが求められる。 
 
４ 都道府県が主体となった広域的事業の実施 

 
  子育て支援に取り組む人材の育成など、単独の市町村で行うより都道府県で行う

方が効率的・効果的な施策・事業も考えられる。こうした施策・事業については、

都道府県が主体となって取り組むべきであり、都道府県行動計画において具体的に

盛り込むことが期待される。 
＜例＞ 
＊ 地域子育て支援センターの職員や子育て NPO・育児サークルのリーダーをはじ

めとした地域で子育て支援を行う人材の養成 
例： 熊本県では、地域子育て支援センターの職員や子育て NPO・育児サー

クルのリーダーなど地域で子育て支援を行う者を対象とした研修を、平

成１５年度より実施。 
＊ 地域子育て支援センター、子育てサークル、子育て NPO 等のネットワーク化、

ネットワークに対する支援 
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 例： 地域子育て支援センターのほとんどが参加する「熊本県地域子育て支

援センター連絡協議会」が活動。自主的な実践事例研修会やカウンセリ

ング研修会を実施し、地域での子育て支援技術のスキルアップを図って

いるところ。県でも、15 年度より研修内容のレベルアップを支援。 

  ： 熊本県では、広域的な活動を行う NPO 法人等が、独創的な子育て支援活

動を提案し実施する場合に、活動の立ち上げ資金を補助。（1団体当たり

上限 200 万円） 

＊  父親を含め、学校、企業、行政、関係団体などが連携して地域社会で子育て支

援を行っていくための環境整備 

        例： 埼玉県では、インターネット子育て大学である「おやじ子育て大学」

を開校し、「彩の国スーパー子育て応援団」による子育て応援メッセージ

や子育てに関する講義を行う。また、市町村における子育て支援状況を

比較できるようにするための子育て環境マップの作成や子育て応援フェ

スティバル（県内５か所）を開催。 

    ＊  経営者団体等と連携した働き方の見直しのための普及啓発等 

      例： 埼玉県では、経営者団体や労働団体と子育て支援に関する共同宣言を

行い、それに基づいてパパ早く帰ろうキャンペーンや子育てにやさしい

企業の事例紹介等を実施。 
＊  妊娠や女性の心に関する相談体制の整備 

例：（１）不妊専門相談センターの整備 
 不妊に悩む夫婦は10組に1組と言われ決して少なくなく、「不妊の

悩み」について一人で悩んでいる方も多いのが現状。このため、「子

供を産むか産まないか」の自己決定への支援や不妊治療に関する情報

の提供、「不妊の悩み」について何でも相談できる場として「不妊専

門相談センター」が２８都道府県（平成１４年度現在）で設置されて

いる。 

（２）「妊娠葛藤」相談窓口の設置 

 熊本県では、平成１５年度からこれまで実施していた売春防止法に

関わる相談、DV 関係の相談・保護事業に加えて、女性の心と妊娠に

関わる専門的な相談事業を新たに展開し、「女性相談センター」とし

て拡充。夫婦の不仲や望まない妊娠などに起因する「妊娠葛藤（かっ

とう）」、性的な被害やＤＶなどによる心的外傷後ストレス障害、女性

特有の身体的特徴から生じる心身上の様々な悩み等について幅広く

対応することとしている。 
＊ 先駆的な研究事業・モデル事業の実施 

    例： 育児不安や産後うつ等のある母親を早期に発見し、育児の助言・支援、

家族調整等を行うために、熊本県では保健所・市町村を対象に EDPS（エ

ジンバラ式産後うつスクリーニング手法）の研修会を実施し、EDPS を用

いた保健師訪問の促進を図るとともに、育児不安等の親を対象としたグ

ループケアを実施するために、保健所・市町村を対象にした事前学習会

を実施。 
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Ⅵ 都道府県行動計画の内容  
 
  都道府県行動計画では、従来の都道府県エンゼルプランに掲げた事項に加え、以

下のような事項の実現を図ることが適当である。 
  １．子育て家庭のみならず子育て経験者、高齢者、事業主等が幅広く参加して、

地域全体で子育て支援の在り方を考える 
  ２．地域における「子育て支援力」の充実 
  ３．子育て家庭が暮らしやすい地域づくり 
  ４．次世代を育む若い世代への支援 
  ５．子どもや母親の健康、安心・安全の確保 
  ６．子育て支援に関する行政サービスの充実 
  ７．多様な保育ニーズへの対応や必要な時に安心して利用できる保育サービスの

実現 
  ８．幼児教育の充実 
  ９．地域における「男性を含めた働き方の見直し、多様な働き方の実現」、「仕事

と子育ての両立の推進」についての普及啓発等 
 １０．経済的支援策の充実 
 
  詳細については、下表のような事項が考えられる。 

 
都道府県行動計画に新たに盛り込むことが期待される事項 
 

盛り込むことが期待される事項と施策の具体例 
  

目標（評価指標） 
１．子育て家庭のみならず子育て経験者、高齢者、事業主

等が幅広く参加して、地域全体で子育て支援の在り方

を考える。 
（１）子育て支援フォーラム、セミナーの開催 
例：○ 市町村長なども含めた子育て支援トップセミナー

の開催 
○ 若い親子が気軽に参加できるフォーラムの開催 
○ 市町村主催のフォーラム、セミナーへの支援・補

助 
 
（２）多様な主体が参加する少子化対策運動体の結成 
例：○ 「少子化対策○○人会議」を結成し、住民運動を

展開 
 
（３）子育て・家庭（家庭教育）についての関心を高める

ための意識啓発 
例：○ 親子の共同体験・交流事業の開催 

○ キャンペーンやテレビ番組等を通じた家庭教育の

充実 
○ 家庭教育活性化支援協議会の設置 
 

 

・子育てしやすさ比率（都道府県調

査） 
 
 
・開催件数、参加者数 
 
・開催件数、参加者数 
・開催件数、参加者数（市町村積上

げ） 
 
 
・会議の開催件数 
 
 
 
 
 
・開催件数、参加者数 
・テレビ番組の放送回数 
・フォーラム等の開催件数、参加者数  
・協議会開催件数 
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（４）子どもの権利についての意識啓発 
例：○ 児童の権利条約の周知、権利擁護のための仕組み

作り（協議会の設置）等 
○ 児童虐待防止ネットワークづくり 

 
（５）地域社会全体で関係者が連携した子育て支援の推進 
例：○ 関係者の子育てネットワークづくり 

 
 
 
 
・ネットワークの組織数、活動件数 
 
 
・ネットワークの組織数、活動件数 

２．地域における「子育て支援力」の充実 
（１）市民による子育て支援の充実 
例：○ 地域住民や保育所などの関係機関による子育て支

援ネットワークを構築する「子育て応援団」（モデル

事業）の実施 
○ 子育てサービスや在宅介護サービスを工夫を凝ら

して行う NPO 法人等に対する支援＜熊本県＞ 
 
○ ファミリーサポートセンターなど市民の相互扶助

による子育て支援サービスの充実（国庫補助要件（人

口５万人以上等）の対象外の市町村に補助）＜熊本

県＞ 
○ 家事援助サービスの充実（産後 6 か月まで理由の

如何に関わらず利用できる「子育て安心ヘルパー」

事業を実施する市町村に補助）＜熊本県＞ 
○ 子育て経験のある方等を子育てやしつけなどの相

談や子育てサークルの支援を行う「子育てサポータ

ー」として養成、配置を促進 
○ 地域子育て支援センターの職員や子育て NPO・育

児サークルのリーダーをはじめとした地域で子育て

支援を行う人材の養成＜熊本県＞ 
 
（２）子育て中の親子が交流できる場作り 
例：○ 小規模市町村において、場所を固定化しない巡回

型「つどいの広場」に対する支援の検討 
 
（３）家庭教育支援の充実 
例：○ 親子による交流・自然体験学習の開催 
  ○ 子どもの発達段階に応じた子育て講座の開催 
  ○ 家庭教育 24 時間電話相談の実施 

○ 子育て経験のある方等を子育てやしつけなどの相

談や子育てサークルの支援を行う「子育てサポータ

ー」として養成、配置を促進（再掲） 
 

（４）読み聞かせ活動の充実 
例：○ 乳幼児健診等の機会を利用し、絵本などを配布す

るとともに、読み聞かせの手法について指導等を行

う事業（ブックスタート事業等）に対する財政的支

援＜高知県＞ 
○ 乳幼児健診等の機会を利用し、絵本などを配布す

るとともに、読み聞かせの手法について指導等を行

 
 
・実施箇所数 
 
 
・補助件数（金額） 
・NPO 法人等によるサービスの支援

件数・利用児童数 
・設置件数、支援件数、利用児童数

（積上げ）  
 
 
・実施市町村数、支援件数（積上げ） 
 
 
・養成サポーター数（積上げ） 
・配置サポーター数（積上げ） 
 
・養成人材数、講習回数 
 
 
 
 
・設置件数、支援件数（積上げ） 
 
 
 
 
・開催件数、参加親子数 
・講座数、参加人数（積上げ） 
・相談件数 
・養成サポーター数（積上げ） 
・配置サポーター数（積上げ） 
 
 
 
・配布絵本数（積上げ） 
・読み聞かせ講習会実施回数（積上げ）  
 
 
・研修会参加回数 
・事業実施市町村数 
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う事業（ブックスタート事業等）が都道府県下各市

町村に普及するよう、普及・啓発のための研修会を

開催＜岡山県＞ 
 
（５）就学児童の居場所づくり 
例：○ 放課後や長期休業日における子どもたちの様々な

体験活動の機会の場と拡大（学校、公民館、地域の

自然環境や人的資源の活用） 
○ 障害児のための学童保育の実施、放課後児童クラ

ブにおける障害児受入れの促進（国庫補助の都道府

県単独上乗せ） 

 
 
 
 
 
・活動支援センターの整備件数 
・体験活動の実施件数 
 
・実施箇所数、預かり児童数（積上

げ） 
 

３．子育て家族が暮らしやすい地域づくり 
例：○ 子育て家庭が外出しやすい環境の整備（デパート

や駅などで子どもと一緒に入れるトイレの設置・改

修や、ベビーカーで外出しやすいようエレベータ

ー・スロープ等の設置） 
○ 都道府県営住宅において誰もが使いやすいユニバ

ーサルデザインに配慮した改修を実施＜熊本県＞ 
○ 都道府県営住宅の建て替えに当たって、高齢者グ

ループホーム、デイサービスセンター、地域子育て

支援センター、つどいの広場等を合築＜熊本県＞ 

 
・設置件数、改修件数等 
 
 
 
・改修戸数 
 
・合築件数 
 
 

４．次世代を育む若い世代への支援 
例：○ 乳幼児ふれあいフォーラムの開催、福祉圏域単位

の乳幼児ふれあい体験促進連絡会の設置などによ

る、乳幼児ふれあい体験の促進 
○ 高校生、大学生等の若い人を対象にした、親とな

ることや子育てについて考えるフォーラムの開催 
○ 「妊娠葛藤」相談窓口の設置＜熊本県＞ 

 
・フォーラム開催件数、促進連絡会

設置件数 
・ふれあい体験経験児童生徒数（積上げ）  
・開催件数、参加者数 
 
・相談件数 

５．子どもや母親の健康、安心・安全の確保 
例：○ 新生児への早期関与（おめでとうコール）の徹底、

産婦人科病院からの助産師等の訪問指導など、産後

ケア（母親の心のケア）を充実＜熊本県＞ 
○ 乳幼児健診において、臨床心理士や保育士等を同

席させるなど相談体制の充実 
○ 乳幼児事故事例集の発行（都道府県医師会と協働） 

   
○ 周産期医療ネットワークの形成 
○ 児童虐待ネットワークの形成（福祉圏域単位） 

 
・電話連絡新生児（家庭）数（積上げ） 
・訪問指導新生児（家庭）数（積上げ） 
 
・実施市町村数、対象児童数（積上げ）  
 
・乳幼児事故件数（積上げ） 
・発行部数 
・ネットワーク数 
・整備箇所数、虐待事例数（積上げ）  
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６．子育て支援に関する行政サービスの充実 
例：○ 子育て、高齢者・障害者介護に関する施策につい

て横断的に対応する「子育て・介護支援推進課」の

設置（県の組織）＜熊本県＞ 
  ○ 市町村における福祉・保健・教育分野の総合相談

窓口の設置の促進（事例研修会の開催など） 
  ○ 市町村における子どもの「心理診断・発達診断」

が可能な専門職員の設置促進（都道府県からの派

遣・割愛など） 
○ 地域子育て支援活動従事者や母親などからニー

ズ、要望等を集約する座談会を継続的に実施 
○ 地域における子育て・家庭教育支援に関する社会

資源情報を収集、発信。 

 
 
 
 
・相談窓口設置市長村数 
 
・専門職員を設置する市町村数 
 
 
・開催件数、参加者数 
 
・「子育て支援マップ」を作成する

市町村数 
・都道府県版「子育て支援マップ」

の作成 
７．多様な保育ニーズへの対応や誰でも気軽に利用できる

保育サービスの実現 
（１）パート労働者も利用しやすい柔軟な保育サービスの

整備 
例：○ 特定保育事業など 
  ○ 駅型総合保育所の整備 
 
（２）幼稚園における預かり保育等の整備 
 
（３）NPO 等による保育サービスの充実 
例：○ 子育てサービスや在宅介護サービスを工夫を凝ら

して行う NPO 法人等に対する支援＜熊本県＞（再掲） 
（４）２４時間保育の推進 
 
（５）保育所等における障害児受入れの推進 
例：○ 放課後、夏休み等の障害児預かり事業の促進（実

施市町村へ補助）＜熊本県＞ 
 
（６）保育所のサービス評価の実施 

 
 
・総保育サービス利用延べ日数（積上げ） 
・支援件数、利用児童（積上げ） 
・設置数（積上げ） 
 
 
・支援件数、利用児童（積上げ） 
 
・補助件数（金額） 
・NPO 法人等によるサービスの支援

件数・利用児童数 
 
・延長保育・休日保育実施箇所数（積上げ） 
 
 
・利用児童数（積上げ） 
 
 
 

８．幼児教育の充実 
例：○ 幼稚園の教育活動 
  ○ 保育所における教育の充実 
  ○ 幼稚園・保育所から小学校の教育へ円滑に移行で

きるような幼・保・小連携の推進  

 
・評価の実施及び結果の公表の状況 
・特別な教育の実施保育所数等 
・研修参加教員数、合同活動実施園

数、参加保護者数等 

 92



 

９．「男性を含めた働き方の見直し」「多様な働き方の実

現」「仕事と子育ての両立の推進」のための普及啓発等 
例：○ 「仕事と家庭の両立推進セミナー」、「父親の役割

について考えるフォーラム」等の開催 
  ○ 事業所内保育所に対する助成金の検討（21 世紀職

業財団の助成対象とならない小規模事業所に助成＜

愛媛県＞） 
  ○ 都道府県内企業 100 社を訪問し、仕事と家庭の両

立について調査、事例収集 
  ○ 両立支援に積極的に取り組んでいる都道府県内企

業の経営者等によるシンポジウムを実施 
  ○ 男性の育児参加に関する広報を行う事業主に定額

補助＜高知県＞ 

 
 
・開催件数、参加者数 
 
・助成保育所数、支援児童数 
 
 
 
 
 
・開催件数、参加者数  
 
・実施事業主数 

１０．経済的支援策の充実 
例：○ 多子世帯（３人以上の児童）に対する保育料の優

遇 
○ 乳幼児医療費、母子家庭の医療費の助成 
○ 妊婦健診に対する経済的支援（母子保健法に基づ

き市町村が行う通常２回の健診費用補助に加えて、

健診費用を上乗せ補助）   

 
・支援者数 
 
・支援者数 
・補助件数 

  
 注： 目標（評価指標）の欄に「積上げ」とある項目については、市町村行動計画（保育サー

ビス等需要調査）を積み上げて目標を設定する。 
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Ⅶ 都道府県行動計画の策定プロセス  
 

１ 都道府県行動計画策定方針（ガイドライン）の策定 
 
  前述のとおり、都道府県行動計画の目標数値の設定に当たっては、各市町村行動

計画の目標数値を積み上げることが適当であることから、都道府県行動計画の策定

は、市町村行動計画の策定状況を踏まえつつ行うことが適当である。 
  このため、都道府県行動計画の策定作業は、市町村行動計画の策定作業の後追い

（又は同時進行）となり、都道府県行動計画の策定作業を通じて市町村に対し都道

府県の方針を明らかにすることができない。 
  こうした事情を踏まえると、都道府県下の市町村の行動計画策定を推進するため、

各市町村が市町村行動計画の策定作業に着手する前に、各都道府県において「都道

府県行動計画策定方針（ガイドライン）」を策定し、市町村が行動計画を策定する際

に参考となるよう、保育サービス充実のほか企業への働きかけ、バリアフリーなど

の項目を盛り込んで都道府県の支援策を予め提示することが望まれる。 
 
２ 住民と協働した行動計画策定 

 
  行動計画の策定は、行政主導ではなく、計画策定プロセスの初期段階から、住民

との協働作業により進めることが重要である。具体的な手法としては、子育て中の

住民を一定割合で公募した行動計画策定委員会を設置するなど、市町村行動計画の

箇所で記述した手法（79 ページ参照）と同様の手法が考えられる。 
  また、策定委員会の審議や資料を公開することも重要である。 
 

３ 都道府県行動計画の事後評価  
 
   都道府県行動計画の策定後、策定したままにしておくのではなく、行動計画の実

施状況をフォローし、継続的に見直しを行っていくことが必要である。 
  このため、例えば、行動計画の策定に関与した者で構成する委員会等において、

行動計画の実施状況をフォローすることなどが考えられる。こうして行った、都道

府県行動計画に基づく措置の実施状況を、毎年少なくとも１回は公表するのが適当

である。 
  また、都道府県行動計画の進捗状況の公表に当たっては、目標数値と進捗数値の

比較を示すなど住民にとって理解しやすいものにすることが望ましい。 
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Ⅷ 国、都道府県等の役割 
 

○ 国、都道府県等においては、各市区町村において、それぞれの地域特性や行動計

画に基づく子育て支援策の実施状況等を踏まえつつ、さらにどのような子育て支援

策を講じるか、の検討が円滑に進められるよう、次のような役割を果たすことが考

えられる。 
① 市区町村におけるにおける先進的な取組事例を他の市区町村に情報提供するこ

と 

② 市区町村の取組や実績等について指標化すること 

 

○ 前述のとおり、地域における子育て支援策を推進する観点から、各市区町村にお

いては、行動計画に基づき実施する施策ごとに具体的な定量的目標を設定し、各施

策の進捗状況や達成度を継続的に把握していくことが求められる。 

その上で、各市区町村は、行動計画の策定ないし、その実施状況をフォローする

に当たり、自らの子育て支援の実情を正確に把握する観点から、統一的な指標に基

づき、他市区町村の取組状況等との比較を行うこと等を通じて、施策の評価を行う

ことが望ましい。 

さらに、評価指標を公表することにより、市民が施策に対する関心を高め、市民

自身による施策の評価が行われることを通じて、「市民参加」による子育て支援策の

充実を図ることが期待できる。 

なお、評価指標は、あくまでも、各市区町村が地域内の子育て支援等の実情を把

握し、実情に合った一層の取組の在り方について考える契機とするためのものであ

り、市区町村間の順位付け等を目的とするものではないことに留意が必要である。 

以上のような趣旨の下で、研究会において、具体的な評価指標の在り方について

検討を行った結果、評価指標として考えられるものは以下のとおりである。 

 
①計画策定に際して、次のような方法で市民参加の確保を図っているか 

ア 計画策定に子育て当事者（子育て中の親、子育て経験者）が参加したか

否か 

イ 計画策定時に子どもの意見を聞いたかどうか否か 

ウ 策定委員会委員の一部を公募しているか否か 

エ 計画策定を公開の場で実施したか否か、策定過程の資料を公開したか否

か 

②子どもや子育て支援に関する条例の制定、宣言、議会決議等を実施している

か否か 

子育て支

援の推進

体制 

③行政において子育て総合窓口を設置したり、子育て関連施策を統括する部署

を置くなど庁内の推進体制を整備しているか否か 

①乳幼児１人当たりの子育てひろば（「つどいの広場」、児童センター、地域子

育て支援センター、保健センター、自主的なサークルなど、子育て中の親

が気軽に集える場）の実施個所数 

②保育所を利用者だけでなく地域の子どもや親に広く開放する取組を行って

いるか否か 

地域の子

育て環境 

③休日及び夜間も受け付ける子育て相談体制が市区町村内に整備されている

か否か 
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④児童虐待防止ネットワークがあるか否か、虐待防止の実務者会合を定期的に

開催しているかどうか 

⑤主任児童委員等を中心とした地域の子育て支援に関する組織（例：子育て支

援委員会）を小学校区単位で設置しているか否か 

⑥ファミリー（多子）世帯向けの住宅施策を実施しているか否か 

①１５歳未満の児童１人当たりの小児科を標榜する医療施設数 

②休日及び夜間にも対応する小児救急医療の実施医療機関があるか否か 

※地域内になくても、他市区町村と共同で運営している場合も可。 

③乳幼児健診の受診率（１歳半～２歳児未満、３歳～４歳児） 

④乳幼児健診の未受診者全員へのフォローを行っているか否か 
⑤新生児訪問指導について、次のような質の向上を図る取組を行っているか。 

ア 虐待ハイリスク者発見のための仕組みづくり（訪問指導時の産後うつに

関するアンケートの実施、チェックシートの作成等）を行っているか否か 
イ 委託・非常勤職員等による場合は、訪問指導員養成研修やマニュアルの

作成を行っているか否か 

ウ 発見からフォローまでの体制整備（新生児訪問の事後報告会の実施等）

を行っているか否か 

医療・保

健 

⑥出産前後の親を対象とした母親学級等の教室・講座を開催しているか否か。

開催している場合は、父親も対象として開催しているか否か。 

①幼稚園数当たりの子育て支援活動（園庭・園舎開放、未就園児の親子登園（入

園予定者を対象とした体験入園や見学会を除く）、子育て相談）の実施率 

②管下の小中学校における乳幼児とのふれあい・子育て体験の実施率 

③管下の小中学校における学校開放（子ども対象）の実施率 

④子どもの週末等における自然体験や奉仕体験等の体験活動が実施されてい

るか否か、体験活動の場や機会に関する情報提供を行っているか否か  

⑤幼稚園・保育所と小学校の連携（教職員の連絡会や合同研修の実施）を行っ

ているか否か 

⑥中学生以下の子ども１人当たりの家庭教育学級・講座の開設数の比率 

⑦子育てサポーターなど子育て支援を行う者の養成・配置を行う事業を実施し

ているか否か 

教育 

 

 

⑧管下の小中学校における休日・夜間の授業参観・保護者会等の行事の実施率

①乳幼児人口に占める保育所待機児童数の比率 

②通常の開所時間を超える延長保育を実施する保育所の比率 

③病後児保育を実施する機関があるか否か 

④保育所に対し、児童の保護者との間で児童の育児に関する情報交換等を定期

的に行うなど、密接なコミュニケーションをとるよう指導しているか否か

⑤幼稚園における預かり保育の実施率 

⑥管下の小学校区数に占める学童保育の実施箇所数の比率 

⑦市区町村内の企業を対象として、働き方の見直しや育児休業取得等に関する

イベントやセミナー等を開催しているか否か 

仕事と子

育ての両

立 

 

⑧市区町村内の住民を対象として、父親の育児参加を促すため、父親が参加で

きる時間帯に行う取組（イベントやセミナー等）があるか否か 
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○ 前記の評価指標の一部について、研究会参加市区町村による回答を集計したとこ

ろ、以下のような状況であった。 

 

＜取組の有無により回答するもの＞ 
（○･･･実施している ×･･･実施していない －･･･無回答） 

分野 評価指標 ○  ×  －  
①計画策定に際して、次のような方法で市民参加の確保
を図っているか 

      

ア 計画策定に子育て当事者が参加したか否か 14 66.7% 7 33.3% 0 0.0% 
イ 計画策定時に子どもの意見を聞いたかどうか否

か 
4 19.0% 17 81.0% 0 0.0% 

ウ 策定委員会委員の一部を公募しているか否か 7 33.3% 14 66.7% 0 0.0% 
エ 計画策定を公開の場で実施したか否か 7 33.3% 14 66.7% 0 0.0% 
エ 策定過程の資料を公開したか否か 7 33.3% 14 66.7% 0 0.0% 

②子どもや子育て支援に関する条例の制定、宣言、議会
決議等を実施しているか否か 

4 19.0% 17 81.0% 0 0.0% 

子 育 て
支 援 の
推 進 体
制 
 

③行政において子育て総合窓口を設置したり、子育て関
連施策を統括する部署を置くなど庁内の推進体制を
整備しているか否か 

6 28.6% 13 61.9% 2 9.5% 

②保育所を利用者だけでなく地域の子どもや親に広く
開放する取組を行っているか否か 

19 90.5% 2 9.5% 0 0.0% 

③休日及び夜間も受け付ける子育て相談体制が地域内
に整備されているか否か 

6 28.6% 15 71.4% 0 0.0% 

④児童虐待防止ネットワークがあるか 18 85.7% 3 14.3% 0 0.0% 
実務者会合を定期的に開催しているかどうか 12 57.1% 9 42.9% 0 0.0% 

地 域 の
子 育 て
環境 

⑤ファミリー（多子）世帯向けの住宅施策を実施してい
るか否か 

5 23.8% 15 71.4% 1 4.8% 

②休日及び夜間にも対応する小児救急医療の実施医療
機関があるか否か 
※地域内になくても、他市区町村と共同で運営してい

る場合も可。 

15 71.4% 5 23.8% 1 4.8% 

④乳幼児健診の未受診者全員へのフォローを行ってい
るか否か 

20 95.2% 1 4.8% 0 0.0% 

⑤新生児訪問指導について、次のような質の向上を図る
取組を行っているか。 

      

ア 虐待ハイリスク者発見のための共通の仕組みづ
くり（訪問指導時の産後うつに関するアンケートの
実施、チェックシートの作成等）を行っているか否
か 

5 23.8% 16 76.2% 0 0.0% 

イ 委託・非常勤職員等による場合は、訪問指導員養
成研修やマニュアルの作成を行っているか否か 

9 42.9% 12 57.1% 0 0.0% 

ウ 発見からフォローまでの体制整備（新生児訪問の
事後報告会の実施等）を行っているか否か 

16 76.2% 5 23.8% 0 0.0% 

⑥出産前後の親を対象とした母親学級等の教室・講座を
開催しているか否か 

20 95.2% 1 4.8% 0 0.0% 

医療・保
健 
 

開催している場合は、父親も対象として開催している
か否か 

19 90.5% 2 9.5% 0 0.0% 

④子どもの週末等における自然体験や奉仕体験等の体
験活動が実施されているか 

17 81.0% 4 19.0% 0 0.0% 

体験活動の場や機会に関する情報提供を行っている
か否か  

20 95.2% 1 4.8% 0 0.0% 

⑤幼稚園・保育所と小学校の連携（教職員の連絡会や合
同研修の実施）を行っているか否か 

15 71.4% 5 23.8% 1 4.8% 

教育 

⑦子育てサポーターなど子育て支援を行う者の養成・配
置を行う事業を実施しているか否か 

12 57.1% 9 42.9% 0 0.0% 
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③病後児保育を実施する機関があるか否か 11 52.4% 10 47.6% 0 0.0% 仕 事 と
子 育 て
の両立 
 

⑥市区町村内の住民又は企業を対象として、父親の育児
参加を促すため、父親が参加できる時間帯に行う取組
（イベントやセミナー等）があるか否か 

14 66.7% 7 33.3% 0 0.0% 

 

＜比率により回答するもの＞ 
分野 評価指標 有効 

回答数 
平均 最大値 最小値 中央値 

地 域 の
子 育 て
環境 

①乳幼児１人当たりの子育てひろば（「つどい
の広場」、児童センター、地域子育て支援セ
ンター、保健センター、自主的なサークル
など、子育て中の親が気軽に集える場）の
実施個所数 

14 0．032 0．210 0.001 0，007 

①１５歳未満の児童１人当たりの小児科を標
榜する医療施設数 

19 0.02 0.08 0.00 0.00 

③乳幼児健診の受診率 
 ・１歳半～２歳児未満 

21 93.84% 100.00% 80.00% 96.00% 

医療・保
健 
 

・３歳～４歳児 21 91.30% 100.00% 73.10% 94.90% 
①幼稚園数当たりの子育て支援活動（園庭・

園舎開放、未就園児の親子登園（入園予定
者を対象とした体験入園や見学会を除く）、
子育て相談）の実施率 

19 74.35% 100.00% 0.00% 100.00% 

②管下の小学校における乳幼児とのふれあ
い・子育て体験の実施率 

18 37.62% 100.00% 0.00% 13.50% 

②管下の中学校における乳幼児とのふれあ
い・子育て体験の実施率 

18 69.45% 100.00% 0.00% 100.00% 

③管下の小学校における学校開放（子ども対
象）の実施率 

18 62.38% 100.00% 0.00% 99.20% 

③管下の中学校における学校開放（子ども対
象）の実施率 

18 26.30% 100.00% 0.00% 0.00% 

⑥中学生以下の子ども１人当たりの家庭教育
学級・講座の開設数の比率 

18 3.06% 48.00% 0.00% 0.46% 

⑧管下の小学校における休日・夜間の授業参
観・保護者会等の行事の実施率  

18 51.60% 100.00% 0.00% 58.50% 

教育 
 

⑧管下の中学校における休日・夜間の授業参
観・保護者会等の行事の実施率 

18 53.83% 100.00% 0.00% 62.50% 

①乳幼児人口に占める保育所待機児童数の比
率 

21 0.38% 1.92% 0.00% 0.15% 

②通常の開所時間を超える延長保育を実施す
る保育所の比率 

21 70.30% 100.00% 14.00% 80.00% 

④幼稚園における預かり保育の実施率 20 66.78% 100.00% 0.00% 81.05% 

仕 事 と
子 育 て
の両立 
 

⑤管下の小学校区数に占める学童保育の実施
箇所数の比率 

21 67.85% 100.00% 0.00% 79.40% 

 
 

 

 





○県メンバー
ﾌﾞﾛｯｸ 県 担当課 氏　　名 電話番号 FAX番号

東北 宮城県 保健福祉部こども家庭課課長補佐 本木　隆 022-211-2530 022-211-2591

東海・北陸 富山県 教育委員会生涯学習室家庭成人教育班長 河田
カワタ

　悦子
エツコ

076-444-3435 076-444-4434

三重県 健康福祉部こども家庭ﾁｰﾑ子育て家庭支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ主幹 池田　敦子 059-224-2271 059-224-2270

健康福祉部改革協働支援ﾁｰﾑ 山本　智佳央 059-224-3056 059-224-2275

中国・四国 岡山県 教育庁生涯学習課総括社会教育主事 上田　達伸 086-226-7595 086-224-2035

教育庁生涯学習課社会教育係課長補佐 森本　繁 086-226-7597 086-224-2035

九州 熊本県 健康福祉部子育て・介護支援推進課課長 内山　博之 096-383-1215 096-381-9025

健康福祉部子育て・介護支援推進課主幹 本田　充郎 096-383-1215 096-385-0627

○オブザーバー

所　　属 氏　　名 電話番号 FAX番号

厚生労働省政策企画官（政策統括官付社会保障担当参事官室併任） 伊原　和人 03-5253-1111内7705 03-3595-2158

厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室長補佐 石川　賢司 03-5253-1111内7706 03-3595-2158

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室長補佐 加門　清 03-5253-1111内7792 03-3595-2668

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課課長補佐 重元　博道 03-5253-1111内7924 03-3595-2674

文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課家庭教育支援室長 山田　総一郎 03-3581-0535 03-3504-2597

文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課家庭教育支援室長補佐 波塚　章生 03-3581-7020 03-3504-2597
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（別添２）研究会の主な活動経緯 
 

 

2002.11.１ 研究者打ち合わせ 

研究の進め方  ♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

参加自治体の選定  

 
2002.11.７ 研究者打ち合わせ 

行動計画のイメージ 

ニーズ調査のイメージ  

参加自治体の選定  

 
2002.11.７ 研究者打ち合わせ 

行動計画に盛り込むべき事項（シンクタンクよりヒアリング） 

 
2002.11.15 ワーキングチーム 

行動計画に盛り込むべき事項 

ニーズ調査の項目、実施方法  

参加自治体の選定  

 

2002.11.22 ワーキングチーム 

行動計画に盛り込むべき事項（「ままとんきっず」、「くらしの助け合いの会大田しあ

わせ」、「芸術教育研究所・おもちゃ美術館」、「新座市子育てネットワーク」よりヒ

アリング） 

ニーズ調査の項目、実施方法 

参加自治体の確定  

 

2002.11.29 ワーキングチーム 

行動計画に盛り込むべき事項  

ニーズ調査票、調査手法 

 

2002.12.06  研究者打ち合わせ 

ニーズ調査票、調査手法  

調査票の集計、分析のイメージ 

 

ワーキングチーム 

ニーズ調査票、調査手法 

 

2002.12.15 市区町村研究会（第１回）  

参加市区町村より、取組状況についてヒアリング 

ニーズ調査票、調査手法 

 

2002.12.26 研究者打ち合わせ  

行動計画のモデルに盛り込む市区町村の取組例の選定 

 

2003.1.10 都道府県研究会  

参加都道府県における取組状況 

都道府県行動計画のあり方 
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♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

 

2003.1.28 ワーキングチーム 

行動計画モデル案 

評価指標のあり方 

 

2003.2.05 ワーキングチーム 

行動計画モデル案  

評価指標 案 

ニーズ調査の集計・分析方法についての検討  

 

2003.2.12 ワーキングチーム  

市町村行動計画のあり方等に関して、和歌山大学・山本健慈教授よりヒアリング  

行動計画モデル案、評価指標案 

 

2003.02.2  市町村研究会（第２回）  

行動計画モデル案 

評価指標案 

ニーズ調査の進捗状況  

参加市区町村における平成 15 年度新規施策の概要  

次世代育成支援対策に関する今後の検討の進め方 

 

2003.03.25 ワーキングチーム  

行動計画に関する中間報告案  

ニーズ調査の回収状況など 

 

 

 


